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反則金～大型１万２千円、普通９千円、二輪７千円、原付６千円

点 数～２点 ※ 大型とは、大型自動車、中型自動車、準中型自動車等を示す。

一時停止

減速

一時停止

【道路交通法第38条１項（前段）】 【道路交通法第38条１項（後段）】 【道路交通法第38条２項】

横断歩道等に接近する場合
横断歩道等を横断し、また

は横断しようとする歩行者等

があるとき

横断歩道等またはその手

前の直前で停止している車

両等がある場合

※ 横断しようと

する歩行者等

がいないこと

が明らかな場

合を除く。

横断歩道等の

直前で停止で

きる速度で進

行しなければ

ならない。

横断歩道等の

手前で一時停

止し、かつ、そ

の歩行者等を

の通行を妨げ

ないようにしな

ければならな

い。

停止車両等の

側方を通過し

て前方に出る

ときは、その

前に一時停止

しなければな

らない。

歩行者の皆さんは

○ 横断歩道を渡るときでも、左右の安全確認を確実にしましょう。

○ いつもの道でも「とまる・みる・まつ」を徹底しましょう。

その行為！

横断歩行者妨害！

社高校正門前横断歩道を

｢おもいやり横断歩道｣に指定


